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2026 年度 京都大学大学院医学研究科 

医学専攻 博士課程 学生募集要項 
 

 

Ⅰ 募集人員 

医学専攻  166 名 （社会人特別選抜の若干名を含む） 

本専攻の各分野の内容については、「学生募集研究領域」を参照のこと。 

 

Ⅱ 出願資格 

○ 次の各号のいずれかに該当する者、又は次の各号のいずれかに 2026 年 3 月末日までに該当する見込みの者 

１．日本の大学における修業年限が 6 年の課程（医学、歯学、薬学または獣医学を履修する課程に限る。）を卒業した

者 

２．外国において、学校教育における 18 年の課程を修了した者（第Ⅲ項参照） 

３．外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における

18 年の課程を修了した者（第Ⅲ項参照）  

４．我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 18 年の課程を修了したとされる

ものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大

臣が指定するものの当該課程を修了した者（第Ⅲ項参照） 

５．外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の

認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。）におい

て、修業年限が５年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設

であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与

された者（。第Ⅲ項参照） 

６．文部科学大臣の指定した者（昭和 30 年 4 月 8 日文部省告示第 39 号） 

① 旧大学令（大正 7 年勅令第 388 号）による大学の医学又は歯学の学部において医学又は歯学を履修し、これら

の学部を卒業した者 

② 防衛省設置法（昭和 29 年法律第 164 号）による防衛医科大学校を卒業した者 

③ 修士課程又は学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 99 条第 2 項の専門職大学院の課程を修了した者及び修士

の学位の授与を受けることのできる者並びに前期 2 年及び後期 3 年の課程の区分を設けない博士課程に 2 年以上

在学し、30 単位以上を修得し、かつ，必要な研究指導を受けた者（学位規則の一部を改正する省令（昭和 49 年

文部省令第 29 号）による改正前の学位規則（昭和 28 年文部省令第９号）第６条第１号に該当する者を含む。）で

大学院又は専攻科において、大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床

に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者 

④ 大学（医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培う

ことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を除く。）を卒業し、又は外国において学校教育における

16 年の課程を修了した後、大学，研究所等において 2 年以上研究に従事した者で、大学院又は専攻科において、

○ 医学専攻博士課程を志望される方へ 

医学研究者の使命は、人間の身体の働きとその異常によって起こる病気のメカニズムを明らかにし、その知識を予

防や治療に役立てることにあります。ことに学問の専門化、多様化、国際化が進む今日にあっては、医学研究者には、

専門分野での高度なトレーニングに加え、広い興味と視野、個別的な知識を統合しようとする視点、他分野の研究者

と協力しつつ新たな分野を切り開く能力、国際社会に貢献するための見識や倫理性などの涵養が求められるようにな

ってきています。 

このような展望のもと、本専攻博士課程では、英語や基礎医学、臨床医学に関する基礎知識を有し医学研究を通し

て自らの能力を活かそうとする強い意欲と積極性を持った人材を求めています。 
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当該研究の成果等により、大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に

係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者（出願資格審査必要。第Ⅳ項参照）【社会人特別選抜のみに適用】 

７．大学における修業年限が 6 年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に 4 年以上在学した

者（学校教育法第 102 条第 2 項の規定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。）であって、

本研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者（出願資格審査必要。第Ⅳ項参照）  

８．本研究科において、個別の入学資格審査により、１．と同等以上の学力があると認めた者で、2026 年 3 月 31 日

までに 24 歳に達するもの（出願資格審査必要。第Ⅳ項参照） 

注１ 研究領域によっては、臨床経験を必要とする領域があるので、学生募集研究領域の項を参照すること。 

注２ 社会人特別選抜について 

本研究科では、社会において研究に従事している者が、それぞれの職についたまま本研究科に入学して研究す

ることができる社会人特別選抜を実施している。社会人特別選抜は、有職者（医学及びその関連領域に関する研

究等に従事している常勤の正規職員）を対象とし、入学後もその身分を継続する者とする。また、医師免許を持

たない者に限る。 

ただし、2025 年 4 月に大学の正規課程（学部・大学院とも）に在学中の者についての受験科目は一般と同様と

する。（医学・生物学一般は 2 問による受験となる。） 

 

Ⅲ 出願資格確認（外国の大学を卒業並びに大学院を修了した者等） 

外国の大学を卒業並びに大学院を修了した者、及び外国において修士の学位を取得した者で、AAO に申請後、出

願資格の確認を希望する者は大学院教務掛へ 2025 年 7 月 31 日（木）17 時までにメールで申請すること。 

AAO および大学院教務掛への申請方法は以下の URL に記載しているので、確認すること。 

    https://www.med.kyoto-u.ac.jp/apply/exam/requirements_mmg/overseas_applicants/ 

 

Ⅳ 出願資格審査（出願資格６．④・７・８） 

１．申請書類受理期間 

出願資格６．④・７・８により出願を希望する者は、出願に先立ち出願資格審査を行うので、次の申請書類を 2025

年 8 月 7 日（木）17 時までに医学研究科教務課大学院教務掛へ提出すること。（必着） 

郵送による場合は、封筒の表に「2026 年度医学研究科医学専攻博士課程出願資格申請」と朱書し、必ず書留速達

便とすること。2025 年 8 月 4 日（月）以前の発信局消印のある簡易書留速達郵便（日本国内郵便）に限り、期限後

に到着した場合でも受理する。 

 

申請書類送付先 

〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町 京都大学医学研究科教務課大学院教務掛 

 

２．申請書類（* 印は、出願書類ダウンロードページによる所定用紙を使用すること） 

  https://www.med.kyoto-u.ac.jp/apply/exam/requirements_mmg/medicine/ 

① 出願資格６．④：大学（医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実

践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を除く。）を卒業し、

又は外国において学校教育における 16 年の課程を修了した後、大学，研究所等において 2

年以上研究に従事した者で、当該研究の成果等により、大学の医学を履修する課程、歯学を

履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的

とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

          【社会人特別選抜のみに適用】 

* 出願資格審査申請書 学歴は高等学校卒業後から記入。 

* 在職証明書 研究所等の長の証明による。 

民間企業等の場合は、研究所に配属されていた期間を明記していること。 

* 出願資格審査推薦書 所属の長又は研究指導者が作成。（厳封したもの） 
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 最終学歴に関する証明書 卒業（修了）証明書、成績証明書 

 本人の研究活動歴 所属する研究所等における研究活動を記入 

 所属する研究所等の研究

業績 

営利を目的としない医学研究も行われていることが記載されている研究所

年報、学会報告等 

 

② 出願資格７：大学における修業年限が 6 年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に 4

年以上在学した者であって、本研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したもの

と認めた者（学校教育法第 102 条第 2 項の規定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定

める者を含む。） 

* 出願資格審査申請書 学歴は高等学校卒業後から記入。 

 最終学歴に関する証明書 在学（期間）証明書、成績証明書 

 受験許可証 出身大学（学部）長の証明による。 

 

③ 出願資格８：本研究科において、個別の入学資格審査により、Ⅱ出願資格１．と同等以上の学力があると認め

た者で、2026 年 3 月 31 日までに 24 歳に達するもの 

* 出願資格審査申請書 学歴は高等学校卒業後から記入。 

* 出願資格審査推薦書 最終学校等の指導教員等が作成し、厳封したもの。 

 最終学歴に関する証明書 卒業（修了）証明書、成績証明書 

 本人の研究活動歴 大学卒業後の研究活動を記入。（業績一覧を含む） 

論文、研究発表等の写し。 

 

３．資格審査結果 

出願開始までに申請者あてメールにより通知する。 

 

Ⅴ 出願手続 

出願手続きは、出願期間内に「京都大学 WEB 出願システムでの出願登録」、「入学検定料納入」、「出願書類の提

出」をすることにより完了する。 

  京都大学 WEB 出願システムのページは、以下の URL からアクセスすること。 

 

  https://kjs.gakusei.kyoto-u.ac.jp/2026doctoralmedicine 

 

・京都大学 WEB 出願システムに登録する際、基本情報で写真ファイルをアップロードすること。 

  上半身脱帽正面向きで出願３か月以内に単身で撮影した写真ファイル（ファイル形式：JPEG/JPG）を用意して 

  おくこと。無背景のもの。 

  ピクセルサイズ：幅 480～6000 ピクセル、高さ 480～6000 ピクセル 

  画像編集ソフトで加工された画像や、人物を特定しにくい写真や顔の位置が片寄っているなど不適格な写真は、 

  受け付けない。 

 ・渡日前の外国人留学生はパスポート（顔写真のあるページ）の写し（ファイル形式：JPEG/JPG,PNG,GIF,PDF） 

   もアップロードすること。 

 

市販の角型 2 号の郵送用封筒(240mm×332mm)に全ての出願書類を封入し、簡易書留速達郵便で提出すること。 

（封筒の表に出願書類ダウンロードページから印刷した「出願書類送付用宛名シート」を貼り付けること） 

窓口出願の場合も角型 2 号の郵送用封筒で出願すること。 

 

１．出願期間および入学検定料納入期間 

2025 年 9 月 2 日（火）から 2025 年 9 月 8 日（月）17 時まで。（必着） 

この期間中に「京都大学 WEB 出願システムでの出願登録」、「入学検定料納入」を終え、「出願書類」が受理されて

いること。 
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医学研究科窓口での受理時間は、9 時から 12 時までと 13 時から 17 時までとする。 

郵送の場合は 17 時必着。ただし、2025 年 9 月 2 日（火）以前の発信局消印のある簡易書留速達郵便（日本国内

郵便）に限り、期限後に到着した場合でも受理する。 

 

出願書類送付先 

〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町 京都大学医学研究科教務課大学院教務掛 

 

２．出願書類等 

（６）の様式は、必ず以下の出願書類ダウンロードページにより所定用紙をダウンロードして印刷・記入すること。 

https://www.med.kyoto-u.ac.jp/apply/exam/requirements_mmg/medicine/ 

 

※出願前に当該研究分野の教授に連絡を取り、出願の了承を必ず得ること。 

 

(１) 入学願書 入学願書の PDF ファイルを京都大学 WEB 出願システムの出願画面から印刷する 

こと。 

(２) 成績証明書 ○出身大学（学部）長の証明したもの。ただし、本学医学部医学科卒業（見込）

の者は不要。 

○大学院修士課程を修了した者（見込者を含む）は、大学（学部）の証明書に加

え、修士課程の成績証明書及び修了証明書も提出すること。ただし、本学医学

研究科医科学専攻修士課程・社会健康医学系専攻専門職学位課程修了（見込）

の者は不要。 

○出願資格 6、7、8 に該当する者は出願資格審査時の提出物を持って代えるため

不要。 

※電子発行のため証明書原本が提出できない場合は、印刷したものを送付すること。 

大学の発行する証明書原本が１枚のみの場合は大学の原本証明済みのコピーを送付すること。 

大学が原本証明に対応しない場合は、大学院教務掛へその旨相談すること。 

 

※改姓・改名により願書記載の氏名と証明書記載の氏名に違いが有る場合、その事実が確認で

きる書類（新・旧氏名が記載された改姓・改名の事実が確認できる公的書類）を合わせて提出

すること。 

(３) 卒業・修了（見込）証

明書 

(４) 外部試験

（「TOEFL-iBT」、 

「 TOEIC Listening & 

Reading Test」のいずれ

か）の成績スコア 

以下のいずれかのスコア票等の 1 通を同封すること。スコアレポート等は出願締

切日の 2 年前以降に受験したものに限り有効とする。 

○TOEFL-iBT 

：受験者用控えスコアレポート(Test Taker Score Report)の原本 

 

・PDFファイルのコピーは認めない。テスト申込時にETSアカウントのスコア通

知設定（Score Reporting Preference）ページで「オンライン上でのスコアレ

ポートと郵送されたコピー」を選択しないと発行されないので注意すること。 

・MyBESTスコアは採用せず、Test Dateスコアを採用する。 

・TOEFL-iBT Home Edition、TOEFL-ITP等のスコアレポートは受け付けない。 

 

○TOEIC Listening & Reading Test 

：公式認定証(Official Score Certificate)の原本またはデジタル公式認定証のコピー 

・TOEIC 団体特別受験制度（IP, Institutional Program）、TOEIC Speaking & Writing 

Tests、TOEIC Speaking Test、TOEIC Bridge Test のスコア票等は受け付けない。 

 

※出願時に TOEFL-iBT スコアレポート原本または TOEIC Listening & Reading Test

デジタル公式認定証のコピーの提出が間に合わない場合は、出願期間中にその旨を

記載した理由書及び Web スコアの PDF ファイルを印刷したもの（TOEFL Web スコ
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アの場合は４セクション Reading/Listening/Speaking/Writing が採点済みのもの）

を提出し、試験前日（17 時必着）までに上記指定のスコアレポートを提出するこ

と。締切までに指定レポートが提出されない場合は受験を認めない。なお、より

良い点数のスコアレポートと差替えることも認めない。 

 

※当専攻博士課程では、「英語や基礎医学、臨床医学に関する基礎知識を有し医学

研究を通して自らの能力を活かそうとする強い意欲と積極性を持った人材」を求

めているとともに、「査読のある国際的学術誌に筆頭著者として公表した原著論文

についての学位審査に合格した者」に学位を授与する方針を掲げている。そのた

め、当専攻博士課程では出願時においての英語力としては、TOEFL-iBT では６０

点以上、TOEIC Listening & Reading Test では６００点以上程度を目安としてい

る。 

 ただし、英語外部試験の成績スコアが当研究科の目安に達していなくても受験

することを妨げるものではない。 

(５) 入学検定料 

 

入学検定料  ３０,０００円 【本学大学院修士課程・専門職学位課程修了見込者

は不要】 

本学が指定する災害（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/admissions/fees_exemption 参照）

による災害救助法適用地域において、主たる家計支持者が被災された方で、罹災証明書等を得ることが

できる場合は入学検定料を免除することがある。申請方法等、詳細は早めに医学研究科大学院教務掛ま

で問い合わせること（8月22日申請締め切り） 

支払い方法は、京都大学 WEB 出願システム登録時に以下のいずれかを選択するこ

と。 

コンビニエンスストア、クレジットカード、金融機関 ATM、ネットバンキング 

※入学検定料の他に支払い手数料（650 円）が必要。 

※※願書受理後の入学検定料の払い戻しには応じない。 

(６) 受験許可書 所属する研究所等の長が認めたもの。（社会人特別選抜受験者のみ） 

(７) 在留カードの写し 在留カードを所持する外国籍の出願者のみ。在留カードを表裏両面のコピーにて

提出すること。 

(８) 国費留学生証明書 出願時点で国費留学生であり、京都大学医学部・医学研究科以外に在籍している

場合は国費留学生証明書を提出すること。出願時点で国費留学生として選考中の

場合は「第一次選考合格証明書」等を提出すること。 

                                              注１）出願後は、原則として書類に記載した事項の変更を認めない。 

 ２） 受験票は10月 14日(火)13:00から入試当日までに京都大学WEB出願システムから印刷し、当日持参すること。   

 また、受験上の連絡事項も同じ時期に京都大学 WEB 出願システムから印刷し、内容を確認すること。試験室は  

 その際に併せて通知する。 

３）2026年4月入学時に国費外国人留学生として採用もしくは延長が認められた留学生には入学検定料を返還する。

（詳しくは入学手続時に知らせる。） 

４）提出された出願書類は返却しない。 

 

Ⅵ 入学者選抜方法 

学力検査・口頭試問の成績、英語外部試験の成績スコア、成績証明書を資料とし、総合して判定する。 

１．学力検査 

（一般選抜及び社会人特別選抜） 

日 時 科 目 試験場 

2025 年 

11 月 4 日（火） 

10 時 00 分～11 時 20 分 

[10 時 00 分～10 時 40 分] 

医学・生物学一般（2 問）［1 問］ 

辞書等の持ち込みは不可 
筆答 京都大学医学研究科 

（京都大学医学部構内） 
13 時 00 分～ 志望する研究領域について 口頭 
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※医学・生物学一般は、基礎系（４問）、臨床系（内科系：２問、外科系：２問）、社会健康医学系（３問）の

計 11 問から２問を選択する。 

※［ ］内は社会人特別選抜にかかる試験時間及び選択する問題数である。（大学の正規課程に在学中のものは

除く。） 

※所定の試験室へは 9 時 30 分までには入室すること。 

 

Ⅶ 合格者発表 

2025 年 11 月 28 日（金）11 時に合格者の受験番号を医学研究科ホームページで発表する。 

（http://www.med.kyoto-u.ac.jp/apply/exam/） 

受験票は、入学手続が完了するまで保管しておくこと。 

 

Ⅷ 入学手続き等 

１．入学料 ２８２,０００円 

２．授業料 前期分 ２６７,９００円（年額 ５３５,８００円） 

※ 入学料及び授業料は予定額であり、改定されることがある。 

※ 入学時及び在学中に改定された場合には、改定時から改定された新入学料及び新授業料が適用される。 

３．入学料納付日程及び提出書類、日本学生支援機構奨学金、授業料免除制度等については、3 月上旬に連絡する。 

４．一般選抜の合格者（社会人特別選抜以外の者）は、常勤職として在職しながら入学することはできない。在職中

の者は 2026 年 3 月末日までに退職のうえ、退職証明書を提出すること（3 月末までに提出できない場合、4 月以降

速やかに提出すること）。 

 

Ⅸ その他 

１．障害等があり、受験にあたり特別の配慮または修学上の措置を必要とする者は、出願に先立ち医学研究科教務課

大学院教務掛へ早めに相談すること。 

２．出願書類等に記載された個人情報（成績判定に関する情報を含む）は、①入学試験の実施、②入学手続、奨学金

制度等、③入学者の受入準備の目的において、「京都大学における個人情報の保護に関する規程」の定めるところに

より取り扱う。 

３．入学試験の成績について、受験者本人からの請求があれば開示する。希望者は受験年度の 1 月以降に本要項に記

載の大学院教務掛メールアドレスまで連絡すること。 

 

2025 年 6 月 

 
京都大学大学院医学研究科 
httpｓ ://www.med.kyoto-u.ac.jp 

〒606-8501 京 都 市 左 京 区吉 田 近 衛 町  

京 都 大 学 医 学 研 究 科 教 務 課 大 学 院 教 務 掛  

TEL： 075-753-4306 FAX： 075-753-4405  

<kyoumu-in@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp> 

 


